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(億円)

日立製作所 6,866

NTT 5,763

東芝 5,446

ホンダ 4,566

パナソニック 4,188

三菱電機 4,039

富士通 4,001

トヨタ自動車 3,929

NEC 3,483

日本航空 3,314

上場企業合計 14兆円

図1　積立不足が多い企業
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を相手に提訴したが和解金を支払ったうえで減額された。

日本航空 OBは平均3割、現役社員は同5割の減額を予定。

パナソニック

OB

がパナソニックを相手に提訴したが、敗訴し減額された。

三菱重工業

現役社員と一部の退職者を対象に給付利率の

0.3%

引き下げを決定。

近畿日本ツーリスト 現役社員は2割、OBは1割の減額を決定

りそな OBがりそなを相手に提訴したが、敗訴し平均13%減額された。

早稲田大学 東京高裁は「年金制度の破綻回避のため減額は必要」として、減額を認めた。

イオン 予定利率の引き下げ及び支給開始年齢の繰り上げ、終身から有期への変更を実施。

NTT

NTT

が国を相手に提訴したが、黒字計上を理由に最高裁で敗訴し減額に失敗。

図2　年金減額を実施、または実施しようとした企業
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従業員の早期退職を抑制できる。(⑤) 退職給付引当金計上が不要で、積立不足に陥らない。(図1・2)

運用が好調な場合利益を出せる。 未認識退職給付債務(積立不足)の即時計上が不要。(図3)

中途社員を確保しやすい。

年金数理計算が不要。

投資教育の実施が不要。

将来設計をしやすい。(④) 転職時に資産の移管が可能(⑤)

投資知識が不要。 年金の受給権を早期に獲得できる。(⑤)

自己資産残高が常に明確になる。

運用に成功すれば給付額が増える。

企業

従業員

両制度のメリット
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加入者数(万人) 1747.9 1583.6 1483.7 1410.9 1411.4 1358.4

前年比 -8.0% -9.4% -6.3% -4.9% 0.0% -3.8%

加入者数(万人) 70.8 125.5 173.3 218.7 271.1 311

前年比 117.8% 77.3% 38.1% 26.2% 24.0% 14.7%

給付建て年金(厚生年金基金+確

定給付企業年金+適格退職年金)

確定拠出年金(企業型)

各制度の加入者数
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自己資本(%)

積立不足

(億円)

コロンビア 498.2 40.9

日本航空 189.8 3314.7

近畿日本ツーリスト 182.6 194

東芝 121.8 5446.8

三洋電機 110.6 1619.1

富士電機HD 86.7 1130.1

図3　自己資本と比べて積立不足が多い企業




























































給付建て制度と掛金建て制度の比較
























































⑤ 老齢給付金の受給資格期間と資産の移管について


　確定給付企業年金では老齢給付金について法律で「年金給付の受給資格期間は20年を超えてはならない。」と定められており、実際には10年または15年と設定している場合が多い。(たとえば旭硝子は15年。)


　一方、確定拠出年金では加入後一ヶ月で老齢給付金の給付権を取得でき、さらに制度間で資産の移管が可能。





























検証




















　各企業について、どんな年金制度を取っているか、制度変更があった場合はその理由等を調べることで上記の仮説を検証する。








仮説








仮説① 基本的に多くの企業は掛金建ての年金制度へと移行したいと考えている。←多くの企業で給付建ての制度が経営を圧迫しているから。たとえば厚生年金基金の86％は予定利率を5.5％に設定している。





仮説② 企業とは逆に、基本的に多くの従業員は老後の安定した収入を望んでおり、給付建ての制度を希望している。





仮説③ 例外的に、従業員の早期退職や中途社員の採用を望まない企業は給付建ての制度を望んでいる。





仮説③ 例外的に、転職を繰り返したいと考えている従業員は掛金建ての制度を望んでいる。











④ 将来設計のしやすさについて


　受給時まで給付額が確定しない確定拠出年金は、確定給付に比べて若い時から老後のための資産を貯蓄することが難しい。企業年金の存在意義が老後のための貯蓄であること、そして実際に企業型確定拠出年金の加入者の63％が元本割れしている(09年3月末)ことを考えると、従業員の将来設計の観点からは給付建ての制度の方が望ましいといえる。





現行の日本の会計基準においては、年金積立不足額を翌期以降に先送りし分割処理することが可能である。しかし数年以内に上場企業に対して強制適用されることが濃厚である国際会計基準では、不足額を毎期に一括計上することが求められ、右のような大規模な積立不足に陥っている企業には非常に大きな負担になる。





・未認識退職給付債務(積立不足)の即時計上について(図3)





・給付建ての積立不足について(図1・2)





図1・2からわかるように給付建ての企業年金を導入している企業では積立不足に陥っている企業が多数あり、それを改善するためにOBや現役社員の年金の減額を進めている。


これらのことから、運用に失敗した場合に企業が補填する給付建ての企業年金は企業経営にとって大きな負担になっていることが分かる。








この観点では従業員の入れ替えが激しい企業や、転職を繰り返す人にとっては掛金建ての年金の方が、逆に従業員に長く働いてほしい企業にとっては給付建ての年金の方が都合がよい。








